
弘前市社会福祉問題対策協議会

令和８年５月１９日（火）



１ 弘前市地域福祉計画とは

◆社会福祉法第107条に規定する「市町村地域福祉計画」として策
定。
• 「地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉
その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、
いわゆる「上位計画」として位置付け。

• 「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」は計画
に盛り込むべき事項とされている。

◆弘前市では、下記の計画を包含している。
• 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条に規定する市
町村の講ずる措置となる基本的な計画

• 再犯の防止等の推進に関する法律第8条に規定する「地方再
犯防止推進計画」
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出典：厚生労働省ホームページ「地域共生社会の実現に向けて」より 2



２ 次期計画の改訂の概要

（１）計画期間
令和９年度から令和12年度まで

（２）主な改訂内容
• 包括的な支援体制の整備について強化

令和７年５月27日改定の「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための
重点計画」（内閣府）に基づいた孤独・孤立対策を含める。

• 基本理念、基本目標の見直し
包括的な支援体制の整備、成年後見制度利用促進、再犯防止推進を包含した
整理。

• 評価指標の見直し
成果指標⇒市民意識アンケートから
活動指標⇒件数などの実績から
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厚生労働省ホームページ「包括的な支援体制の整備」より 4



出典：内閣府ホームページ「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画のポイント」より
５



基本目標１ 包括的で切れ目のない相談・支援体制

基本目標２ 自分らしく生きがいをもてる生活環境

基本目標３ 安心・安全な地域づくりの促進

世帯まるごとの課題解消や社会的
孤立の予防のため、福祉以外の分野
との協働も含めた包括的な相談・支
援体制の整備を進めていきます。

誰もが役割を持ちお互いに
支え合い、つながりを育む地
域づくりを促進し、住民一人
ひとりの福祉の意識向上を図
ります。

高齢者や障がい者、子ど
もや子育てをする人、生活
困窮者などの健康と個人の
権利が守られる、着実な支
援を提供していきます。

～ 基本理念 ～

ともに支えあい 誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らすことができる 地域共生社会の実現

【施策の展開】

多機関の協働による支援体制の構築

アウトリーチ・早期発見の強化

支援ネットワークの連携強化

【施策の展開】

健康づくり・介護予防の推進、

障がい、者・子ども・子育て世帯への支援の充実

権利擁護の推進

【施策の展開】

防災に配慮した生活環境づくり

再犯防止に向けた地域生活支援の充実

つながりをつくる場所の充実

３ 次期計画の骨子案

６

【成果指標】（市民意識アンケー

ト）

こころの悩み（不安や心配なこと）があ

るときの相談先をしっていますか。

【成果指標】（市民意識アンケート）

・生きがいを感じていますか。

・弘前市は住みよいまちだと思いますか。

【成果指標】（市民意識アンケート）

・町会や公民館、学校（コミュニティ・スクール

の活動を含む）やPTA、NPO・ボランティア団体、

企業などが行う地域の活動やイベントに参加して

いますか

・地域のつながり（居住地域でお互いに助け合っ

ている）があると思いますか。

【活動指標】件数などの実績から

【活動指標】件数などの実績から

【活動指標】件数などの実績から ６



４ スケジュール

年月 内容

R8.5 弘前市社会福祉問題対策協議会
（骨子案意見聴取）

R8.10 弘前市社会福祉問題対策協議会
（素案意見聴取）

R8.11～12 パブリックコメント
（素案意見聴取）

R9.3 改訂版の公表
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